
((((１１１１))))相談支援専門員になるには、以下の２つの要件が必要です。相談支援専門員になるには、以下の２つの要件が必要です。相談支援専門員になるには、以下の２つの要件が必要です。相談支援専門員になるには、以下の２つの要件が必要です。    

 

  
 

※なお、初任者研修を修了した翌年度から数えて、５年度以内ごとに相談支援従事者現任研

修を受講し、修了証書の交付をうけることが必要になります。  ＜平成２２年度に相談支援従事者研修（初任者研修）を修了している場合＞          ２２年度  ２３年度 ～ ２７年度  ２８年度 ～ ３２年度 相談支援従事者研修 (初任者 研修) 修了 
  初年度  ～  ５年度目   ６年度目  ～  １０年度目 

     上記の場合上記の場合上記の場合上記の場合、平成２、平成２、平成２、平成２３３３３年度から年度から年度から年度から２２２２７７７７年度の間に現任研修を修了しなかった場合、相談支援専門員の資格は年度の間に現任研修を修了しなかった場合、相談支援専門員の資格は年度の間に現任研修を修了しなかった場合、相談支援専門員の資格は年度の間に現任研修を修了しなかった場合、相談支援専門員の資格は失効失効失効失効してしまいます。再び、相談支援専門員として従事するには、してしまいます。再び、相談支援専門員として従事するには、してしまいます。再び、相談支援専門員として従事するには、してしまいます。再び、相談支援専門員として従事するには、初任者研修初任者研修初任者研修初任者研修((((５日間５日間５日間５日間))))の受講が必要の受講が必要の受講が必要の受講が必要となとなとなとなります。ります。ります。ります。    
 

 

((((２２２２))))サービス管理責任者・児童発達支援管理責任者になるには、以下の３つサービス管理責任者・児童発達支援管理責任者になるには、以下の３つサービス管理責任者・児童発達支援管理責任者になるには、以下の３つサービス管理責任者・児童発達支援管理責任者になるには、以下の３つのののの要件要件要件要件

が必要です。が必要です。が必要です。が必要です。    

 

 

 

 

 

① 3 年間から 10 年間の実務経験 (詳細：平成 24 年 3 月 30 日厚生労働省告示第 225 号、226 号、227 号) ② 相談支援従事者初任者研修の修了（今回ご案内している 5 日課程の修了） 

① ３年間から１０年間の実務経験 (詳細：平成１８年９月２９日厚生労働省告示第５４４号) ② 相談支援従事者初任者研修の修了（今回ご案内している B コースの修了） ③ サービス管理責任者研修・児童発達支援管理責任者研修の修了 ※「サービス管理責任者研修」及び「児童発達支援管理責任者研修」の実施については、現時点では、 未定です。 

この５年間に１回以上現任研修を受講すること この５年間に１回以上現任研修を受講すること 

初任者研修修了後から２７年度末までは、現任研修を受講していなくても相談支援専門員として配置可能 ２７年度末までに現任研修を修了していれば、２８年度から３２年度末までは相談支援専門員として配置可能 


